
 

等級別・職制上の段階別職員数（令和３年４月１日現在）  
 

等 級  標準的な職務内容  
職制上の  

段階  

合計  内訳  

職員数  構成比  職名  職員数  

１  級  
平易な事務、技術等の業務に従
事する職務  

主事級  1 4 2人  35.1％  

主事  125人  

保育士  4人  

保健師  4人  

技師  8人  

栄養士  1人  

２  級  
困難な事務、技術等の業務に従
事する職務  

主任級  9 6人  23.8％  
主任  8 2人  

主任専門員  14人  

３  級  

１  市 長 の 内 部 組 織 に あ っ て は 市 長 の 権 限 に 属 す る 事

務 を 最 も 効 率 的 に 処 理 で き る よ う 量 及 び 困 難 の 程 度

に よ り 区 分 し た 場 合 に お け る 当 該 区 分 、 議 会 及 び 市

長 以 外 の 執 行 機 関 の 内 部 組 織 に あ っ て は こ れ と 同 程

度 の 規 模 の 組 織 （ 以 下 「 係 又 は 担 当 」 と い う 。 ） の

事 務 を 取 り ま と め 、 当 該 係 又 は 担 当 に 配 属 さ れ た １

級 及 び ２ 級 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 職 務  
２  高 度 な 知 識 及 び 経 験 を 要 す る 事 務 、 技 術 等 の 業 務

に 従 事 す る 職 務  

係長級  7 6人  18.8％  

係長  3 1人  

主査  1 8人  

副主査  2 3人  

主任保育士  4人  

４  級  

１  ５ 級 の 項 標 準 的 な 職 務 の 欄 １ に 掲 げ る 職 務 を 行 う

職 員 を 助 け 、 市 長 の 内 部 組 織 に あ っ て は 市 長 の 権 限

に 属 す る 事 務 を 市 民 の 理 解 及 び 利 用 の 容 易 性 の 観 点

か ら 区 分 し た 場 合 に お け る 当 該 区 分 、 議 会 及 び 市 長

以 外 の 執 行 機 関 の 内 部 組 織 に あ っ て は こ れ と 同 程 度

の 規 模 の 組 織 の 事 務 を 監 督 し 、 及 び 整 理 す る 職 務  
２  ５ 級 の 項 標 準 的 な 職 務 の 欄 １ に 掲 げ る 職 務 を 行 う

職 員 を 助 け 、 係 又 は 担 当 の 事 務 を 取 り ま と め 、 当 該
係 又 は 担 当 に 配 属 さ れ た １ 級 か ら ３ 級 ま で の 職 員 を
指 揮 監 督 す る と と も に 、 高 度 な 知 識 及 び 経 験 を 要 す
る 事 務 、 技 術 等 の 業 務 に 従 事 す る 職 務  

課長補佐級  4 9人  12.1％  

課長補佐  1 2人  

副主幹  2 6人  

所長  6人  

次長  1人  

館長  2人  

調整幹  2人  

５  級  

１  ４ 級 の 項 標 準 的 な 職 務 の 内 容 の 欄 １ に 規 定 す る 区

分 又 は こ れ と 同 程 度 の 規 模 の 組 織 の 事 務 を 取 り ま と

め 、 当 該 事 務 を 処 理 す る た め に 当 該 区 分 又 は こ れ と

同 程 度 の 規 模 の 組 織 に 配 属 さ れ た １ 級 か ら ４ 級 ま で

の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 職 務  
２  係 又 は 担 当 の 事 務 を 取 り ま と め 、 当 該 係 又 は 担 当

に 配 属 さ れ た １ 級 か ら ４ 級 ま で の 職 員 を 指 揮 監 督 す
る と と も に 、 当 該 事 務 に つ い て 他 の 団 体 、 事 業 者 等
と 交 渉 し 、 及 び 利 害 の 調 整 を 行 う 職 務  

課長級  2 5人  6.2％  

課長  22人  

主幹  2人  

政策室主幹  1人  

６  級  

７ 級 の 項 標 準 的 な 職 務 の 内 容 の 欄 １ に 掲 げ る 職 務 を 行
う 職 員 を 助 け 、 市 長 の 内 部 組 織 に あ っ て は 吉 川 市 部 設
置 条 例 （ 平 成 ８ 年 吉 川 市 条 例 第 ４ ６ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項
に 規 定 す る 部 、 議 会 及 び 市 長 以 外 の 執 行 機 関 の 内 部 組
織 に あ っ て は こ れ と 同 程 度 の 規 模 の 組 織 （ 以 下 こ れ ら
を 「 部 」 と い う 。 ） に 配 属 さ れ た ５ 級 の 職 員 を 監 督 し
、 当 該 部 に 配 置 さ れ て い る 複 数 の ４ 級 の 項 標 準 的 な 職
務 の 内 容 の 欄 １ に 規 定 す る 区 分 又 は こ れ と 同 程 度 の 規
模 の 組 織 の 事 務 を 調 整 す る 職 務  

副部長級  7人  1.7％  

副部長  4人  

副室長  1人  

会計管理者  1人  

危機管理担当
副参事  

1人  

７  級  

１  部 の 事 務 を 取 り ま と め 、 部 に 配 属 さ れ た ５ 級 及 び

６ 級 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 職 務  
２  特 に 重 要 な 事 項 及 び 複 数 の 部 に わ た る 重 要 な 事 項

を 取 り ま と め 、 当 該 事 項 に 係 る 事 務 を 処 理 す る た め
に １ に 掲 げ る 職 務 を 行 う 職 員 を 指 揮 監 督 す る 職 務  

部長級  9人  2.2％  

部長  7人  

室長  1人  

局長  1人  

  （ 注）１  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  

      ２  行政職給料表及び企業職給料表により給与を支給する職員数である。  


